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１． 議案の追加提出について 

２．意見書案の協議結果について 

３．議事手続について 

(１)委員会に付託してあった議案 

 金岡委員長 

 

ただいまから、議会運営委員会を開く。 

本日は、意見書案の協議結果及び閉会日の議事手続等について御協議願うため、

お集まりいただいた。 

それでは、お手元の協議事項の順に進めてまいりたいので、御協力願う。 

 金岡委員長 

 

 

 

 

 

 

 

金岡委員長

初めに、議案の追加提出についてである。 

総務部長、説明を願う。 

 

（清水総務部長、説明） 

・第73号　高知県監査委員の選任についての同意議案 

・第74号　高知県人事委員会の委員の選任についての同意議案 

・第75号　高知県監査委員の選任についての同意議案 

 

　何か質問はないか。 

 

（な　　し） 

 金岡委員長 

 

 

 

次に、意見書案の協議結果についてである。 

１ページの資料１、意見書案協議結果一覧表を御覧いただきたい。 

意見書案は、全会一致となったものはなかった。 

意見の一致に至らなかった意見書案のうち、１番から４番が会派から意見書議案

として提出される。 

 金岡委員長 

 

 

 

 

 

 

 

金岡委員長 

 

 

 

 

金岡委員長 

 

 

金岡委員長 

 

次に、議事手続についてである。 

まず、２ページの資料２、委員会に付託してあった知事提出議案73件についての

委員会審査結果一覧表を御覧いただきたい。 

採決は、この一覧表に記載の順序により行いたいので、御了承願う。 

 

（了　　承） 

 

ア　委員長報告に対する質疑 

次に、委員長報告に対する質疑については、慣例のとおり省略することで、いか

がか。 

 

（異議なし） 

 

それでは、さよう決する。 

 

イ　討論 

次に、議案についての討論は、いかがしようか。 
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(２)追加提出議案  

（３）議員提出議案 

 岡田(芳)委員 

 

 

土居委員 

 

 

金岡委員長 

 

 

 

 

金岡委員長

日本共産党は、第１号議案、第20号、第50号、第54号、第55号について討論をす

る。 

 

予算に対する賛成討論、その中にいくつかの議案を入れ込んで一括して賛成討論

させていただきたい。 

 

それでは、知事提出議案について討論を行うこととし、発言時間はそれぞれ10分

以内、その順序については先例のとおりということで、御異議ないか。 

 

（異議なし） 

 

それでは、さよう決する。 

  

金岡委員長 

 

 

 

 

 

 

金岡委員長 

 

 

金岡委員長 

 

 

 

 

金岡委員長 

ア　提出者の説明 

　次に、追加提出議案についてである。 

先ほど総務部長から説明のあった追加提出議案３件については、本日の会議にお

いて、議案を採決の後、日程に追加して議題とし、知事の提案説明を受けることに 

したいが、御異議ないか。 

 

（異議なし） 

 

　それでは、さよう決する。 

 

イ　質疑・委員会付託・討論 

これらの人事議案については、慣例のとおり、質疑、委員会への付託、討論を省

略し、直ちに採決することで、御異議ないか。 

 

（異議なし） 

 

それでは、さよう決する。 

 金岡委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金岡委員長

次に、６ページの資料３、議員提出議案についてである。 

「情報通信技術を活用した高知県議会の活動の推進に関する条例の一部を改正す

る条例議案」については、２月18日の議運で、知事提出の「高知県収入証紙条例を

廃止する等の条例議案」が可決されれば、本日の本会議に提出することをお決めい

ただいていた。 

議事手続については、知事から追加提出された人事議案を採決の後、日程に追加

して議題とし、提出者の説明、質疑、委員会への付託、討論の全てを省略し、直ち

に採決することで、御異議ないか。 

 

（異議なし） 

 

　それでは、さよう決する。
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（４）意見書議案 

 

 

 金岡委員長 

 

 

 

岡田(芳)委員 

 

金岡委員長 

 

 

 

 

金岡委員長 

 

 

 

 

 

 

 

金岡委員長 

 

 

岡田(芳)委員 

 

金岡委員長 

 

 

 

 

金岡委員長 

 

 

 

坂本副委員長 

 

金岡委員長 

 

 

 

 

金岡委員長 

次に、10ページの資料４、意見書議案についてである。 

議発第２号「自衛隊員の処遇改善及び退職自衛官の再就職促進に関する意見書」

議案についての議事手続は、いかがしようか。 

 

日本共産党は討論をする。 

 

討論を行うとのことであるので、発言時間は10分以内とし、提出者の説明、質疑、

委員会への付託は省略するということで、御異議ないか。 

 

（異議なし） 

 

それでは、さよう決する。 

次に、13ページの議発第３号「外交努力により中東地域の早期事態収拾を求める

意見書」議案と15ページの議発第４号「中東情勢の早期沈静化と国民生活・地域経

済への万全の対応を求める意見書」議案については、内容が関連していることから、

一括議題とすることでいかがか。 

 

　　（異議なし） 

 

それでは、さよう決する。 

ついては、議事手続はいかがしようか。 

 

　日本共産党は討論をする。 

 

討論を行うとのことであるので、発言時間は10分以内とし、提出者の説明、質疑、

委員会への付託は省略するということで、御異議ないか。 

 

（異議なし） 

 

それでは、さよう決する。 

次に、17ページの議発第５号「非核三原則の堅持と法制化を求める意見書」議案

についての議事手続はいかがしようか。 

 

　県民の会は討論をする。 

 

討論を行うとのことであるので、発言時間は10分以内とし、提出者の説明、質疑、

委員会への付託は省略するということで、御異議ないか。 

 

（異議なし） 

 

それでは、さよう決する。 
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４．次期常任委員及び議会運営委員について 

５．高知県・高知市病院企業団議会議員の補欠選挙 

６．次期組織委員会の開催時期について 

７．次期定例会の開催時期について 

 金岡委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

金岡委員長 

次に、19ページの資料５、次期常任委員及び議会運営委員についてである。 

この件については、各会派から名簿が提出され、令和８年度の常任委員について

は19ページに、議会運営委員については20ページに、それぞれ指名案として取りま

とめているので、御確認願う。 

それでは、本日の本会議において、指名案のとおり選任することとしたいが、御

異議ないか。 

 

（異議なし） 

 

それでは、さよう決する。 

 金岡委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

金岡委員長 

 

 

 

 

 

金岡委員長

次に、高知県・高知市病院企業団議会議員の補欠選挙についてである。 

この件については、３月11日の議運で、選挙の方法は指名推選で行い、一燈立志

の会から後任の議員を選任することとしていた。 

一燈立志の会から畠中拓馬議員を、推薦したいとの届け出があったので、後任の

議員については、本日の本会議において、議長の指名推選により畠中拓馬議員を選

出することで、御異議ないか。 

 

　　（異議なし） 

 

それでは、さよう決する。 

また、議事手続については、本日の本会議において、議会運営委員の選任の後、

日程に上げ議題とし、会議に諮ることで御異議ないか。 

 

　　　（異議なし） 

 

　それでは、さよう決する。 

 金岡委員長 

 

 

 

 

 

金岡委員長 

次に、次期組織委員会の開催時期についてである。 

令和８年度の常任委員会及び議会運営委員会の組織の委員会は、４月３日金曜日

にしてはと思うが、いかがか。 

 

（異議なし） 

 

それでは、さよう決する。 

 金岡委員長 

 

 

 

 

次に、21 ページの資料６、次期定例会の開催時期についてである。 

事務執行上の目途として、正副委員長案をお示ししてある。 

６月定例会の開催時期については、この案を目途とし、なお、その決定は、従来

どおり招集告示後に開催する議運でお諮りするということで、いかがか。 
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８．次期議会運営委員会への引継事項について 

９．継続審査調査の申出について 

10．その他 

  

 

金岡委員長

　　（異議なし） 

 

それでは、さよう決する。 

 金岡委員長 

 

 

 

 

金岡委員長 

　次に、22 ページの資料７、次期議会運営委員会への引継事項についてである。 

引継事項について、資料７により次期議運へ引き継ぐことで、いかがか。 

 

（異議なし） 

 

それでは、さよう決する。

 金岡委員長 

 

 

 

 

 

金岡委員長 

次に、23ページの資料８、継続審査調査の申し出についてである。 

閉会中の継続審査・調査を行うため、お手元の案のとおり申し出ることに、御異

議ないか。 

 

（異議なし） 

 

それでは、さよう決する。 

 金岡委員長 

 

 

 

弘田委員 

 

 

 

 

弘田委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、その他である。 

まず、弘田委員から発言を求められている。 

弘田委員、どうぞ。 

 

今回行われた一問一答のはた議員の発言内容について申したい。 

　当日の発言内容の抜粋を事務局にお願いしたので、その議事録をお回ししたい。 

 

（事務局、資料を配付） 

 

　災害廃棄物処理体制の充実について、担当部長に答弁を求めると質問に入った

早々に、質問を取り下げると発言をした。その後、知事や担当部長に意見を述べる

ということで、県の姿勢を批判する発言を繰り返して持ち時間を費やした。質問や

討論を通じて意見を述べるのは結構だと思う。ただ、今回のはた議員の発言は、質

問取下げの理由や経緯の十分な説明がなかったと思う。 

　私もそうだが、議会を傍聴している県民の方、我々の中の多くの議員がその中身

が理解できなかったと思う。我々は、本会議で発言する議員は、どのような議論を

されているとか、誰もが理解できるような説明に努めるべきであると思うし、責任

があると感じている。 

　加えて、執行部、知事や部長に、答弁、反論する機会がないまま一方的に批判を

繰り返したということで、結果として、執行部に全面的に非があるような印象を与

えたということではないかと思う。 

　議員からの質問に対して、真摯に答弁を行っている執行部への敬意、そういった

ものが全く感じられなかったし、今回のこの件は、質問者としての良識の範囲を超
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　（１）議長の活動報告 

 

  

 

 

 

金岡委員長 

 

三石議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金岡委員長 

 

岡田(芳)委員 

 

 

 

金岡委員長 

 

 

えており、品位を欠いているのではないかと思う。 

　今後、同様の事案が起こらないよう、会派の中でしっかりと申し送っていただき、

指導するべきではないかと思うので、この場で発言をさせていただいた。 

 

ただいま御発言があったが、これについて御意見があればどうぞ。 

 

議長の立場から、私も一言言わせていただきたい。 

　弘田委員から説明のあった意見について、私は賛成する。 

　議長として、円滑で効率的な議事運営に努めながら、今回のはた議員の発言を聞

いていた。しかし、約 28 年間議員をさせていただいているが、今までこのようなこ

とは初めてであり、前代未聞だと感じた。内容が全く理解できず、呆気にとられた

というのが正直なところである。 

　今、説明があったが、議事録を見ると、県の姿勢が悪いから質問を取りやめると

言っているように理解をする。執行部に責任を転嫁する、今回のはた議員の発言こ

そ、責任感が感じられない。 

　また、知事や担当部長を一方的かつ繰り返し批判する発言は、聞いていて甚だ品

位を欠くもので、よい感じがしない。議場の発言については、議員の品位、品格を

持って行うとの議運の申し合わせもある。たとえ、論戦の相手であっても、そこに

は敬意を持って臨むべきではないかと思う。 

　会派において、はた議員をしっかり指導するよう求める。 

　 

　ほかにないか。 

 

御指摘のことはよく承った。会派に持ち帰ってよく議論して善処していきたい。 

中身がよく理解できなかったという意見もあったので、本人にもしっかり伝えて

今後改善していくように会派でも話をする。 

 

この件については、議場での発言としては不適切ではないかと考えるので、日本

共産党におかれては、会議規則に則り、議会の秩序及び品位を重んじるよう、会派

内で徹底するようお願いする。 

 金岡委員長 

 

 

三石議長 

 

 

 

金岡委員長 

 

 

 

金岡委員長

次に、別添資料、議長の活動報告についてである。 

この件について、三石議長から御報告がある。 

 

　お手元に議長活動報告をお配りさせていただいた。合計で４日間、13 か所に伺い、

意見交換をした。本日は詳細は控えさせていただくが、お目通しをいただければ幸

いである。よろしくお願いする。 

 

何か質問はないか。 

 

（な　　し） 

　 

　なお、後ほど全議員には、グーグルドライブにて報告書の写しを配付する。
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（２）議場椅子等の更新 

（３）その他 

 金岡委員長 

 

 

中島総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金岡委員長 

 

 

 

金岡委員長

次に、24ページの資料９、議場椅子等の更新についてである。 

この件について、事務局に説明させる。 

 

　それでは、24 ページの資料９を御覧いただきたい。 

御案内のとおり、議場の椅子及びカーペットについては、経年劣化している状況

を踏まえて、管財課において、今年度設計を行い、来年度に改修工事を行う予定で

ある。今年度の設計に際しては、各派代表者会において御協議いただいたので、そ

の内容について御報告する。 

　１　導入予定の椅子等の（１）椅子についてである。まず、表の左側の議員席に

ついては、これまでと同様に、床固定式で、背面と肘木が天然木の写真の椅子とし

た。写真の下の機構に記載しているとおり、現在主流となっている使い勝手のよい

３つの機能が備わっている。 

　一方、執行部席については、議場の机どおしの間隔が狭いことから、議員席より

はミニマムな椅子とするとともに、登壇時に移動がしやすいキャスター式椅子を導

入することとした。なお、椅子の生地の色等は来年度、御決定いただく。また、導

入予定の椅子はいずれも同じメーカーの椅子であるため、生地や色を統一すること

で、議場の一体感が保たれると考えている。 

　次の、（２）床カーペットについては、現在の議場は一面のロールカーペットを

採用しているが、更新時には、将来の部分補修等のメンテナンス性にも優れている

タイルカーペットを採用することとしている。 

　最後に、２　令和８年度のスケジュール案についてである。８月初旬に、椅子や

カーペットの材質や色などを最終決定していただき、令和９年１月から議場の改修

工事に着手して、令和９年２月定例会からリニューアルした議場で本会議が開催で

きるよう進めていく予定である。 

　来年度も今年度と同様に、完成までの間、必要な御協議や御決定は、各派代表者

会の場でお願いしたいと考えている。 

　また、並行して、令和 10 年度の傍聴席の更新に向けた総務部との協議も行ってま

いる。 

 

　この件について、何か質問はないか。 

 

　　　（な　　し） 

 

　それでは、事務局の説明のとおりで、御了承願う。 

 

　　　（了　　承） 

 金岡委員長 

 

 

三石議長 

 

 

続いて、三石議長、上田副議長から、それぞれ発言を求められている。 

三石議長、どうぞ。 

 

本日をもって議長の職を辞することになった。この１年間、皆さんの御協力をい

ただいて円滑な議会運営ができた。心より感謝を申し上げる。本当にありがとうご

ざいました。 
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金岡委員長 

 

上田副議長 

 

 

 

金岡委員長 

 

 

 

 

 

金岡委員長 

 

 

 

 

金岡委員長 

 

 

 

 

金岡委員長 

 

 

 

金岡委員長 

 

 

 

 

金岡委員長 

 

 

 

金岡委員長 

 

 

 

 

金岡委員長 

 

 

 

 

上田副議長、どうぞ。 

 

　私も同様に、本日付で辞表を提出させていただいた。三石議長の補佐役として、

この１年職責を全うできたのも、先輩同僚議員の皆様、執行部の皆様、報道関係者

の皆様の御協力のおかげである。本当にありがとうございました。 

 

ただいまお聞きのとおり、正副議長から、それぞれ辞職の意思表明があった。 

辞職の許可及び選挙については、本日の本会議において行うことになるので、御

了承願う。 

 

（了　　承） 

 

　次に、辞職される正副議長に対する謝辞については、慣例では年長議員が行うこ

ととなっているので、年長である依光議員にお願いしてはと思うが、御異議ないか。 

 

（異議なし） 

 

　それでは、さよう決する。 

　ここで、本日の議事日程表をお手元にお配りする。 

 

　　　（事務局、議事日程表を配付） 

 

それでは、事務局に説明させる。 

 

（飯田議事課長、説明） 

 

この順序で議事運営が行われ、休憩は議長の判断で 10 分程度取ることで、御了承

願う。 

 

（了　　承） 

 

ほかに、その他で何かないか。 

 

（な　　し） 

 

それでは、協議事項は以上である。 

本日の本会議の開会時刻は、午前 10 時でよろしいか。 

 

（異議なし） 

 

それでは、本会議の開会時刻は、午前 10 時をめどとする。 

一言御挨拶を申し上げる。あっという間の１年であった。 

その間、私の頭を若干悩ませる事案もあったが、事務局の的確な助言により、無

事今日の日を迎えることができた。ありがとうございました。 
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坂本副委員長 

 

 

 

金岡委員長 

また、総務部長におかれては、終始わかりやすい説明をしていただきありがとう

ございました。新しい勤務地でも、なお一層の御活躍をされますよう御祈念を申し

上げたいと思う。 

いずれにしても、皆様方の御指導、御鞭撻により、本当に大過なく今日の日を迎

えられたこと、心から感謝を申し上げる。これからも皆様の御指導、御鞭撻を糧に

して精進してまいるのでよろしくお願いしたいと思う。ありがとうございました。 

 

私は２月定例会のみ、副委員長の任に当たらせていただいた。 

十分なことはできなかったが、金岡委員長の運営のもと、進めさせていただいた

ことを感謝申し上げて御挨拶とさせていただく。ありがとうございました。 

 

以上で、議会運営委員会を終わる。 


